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本局の農山漁村活性化部局と横断的に連携した地域計画策定促進

岐阜県拠点

○ 施策分類
地域計画、中山間地域振興

・地域計画策定推進緊急対策事業、最適土地利用総合対策
・地域計画を令和６年度末に策定

○ きっかけ・背景、課題の把握
地域計画の策定期限及び活用可能な補助事業を県内市町村に周

知し、早期着手を促すことが課題。

○ 取組の内容
市町村に対する予算説明時（令和５年１～３月）に、地域計画

策定推進緊急対策事業等を活用した地域計画の早期策定を呼び掛
け。一定の成果はあったものの、同事業の要望額半減により活用
を断念する市町も一部（２町）あった。

そのような中、最適土地利用総合対策は予算に余裕があるとの
情報を得て、中山間地域を抱える市町村に対し最適土地利用総合
対策の活用を再度推奨（４月以降）。興味を示した市町及び地域
の営農組織等に対し、本局農村計画課と合同で、 ５市町、２地域
（集落営農組織、棚田振興協議会）において説明会を開催し、積
極的に働きかけを実施。

○ 効果・成果、今後の方向性
令和５年度に５市町が地域計画策定推進緊急対策事業を活用。
令和６年度に１市が最適土地利用総合対策を活用予定。
今後、説明を行った市町へのフォローアップを実施。
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前谷棚田地域振興協議会事
務局に対する事業説明会

東海農政局令和５年度

地域計画の策定に活用可能な補助事業について、状況に応じて関連事業を紹介するなど、本局と
一体になって地域計画策定の早期着手を促進。

【農地・担い手対策】【農村振興】
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推進

中山間地域を抱える市町村に対し最適土
地利用総合対策の活用を再推進（４月～）

詳細説明を希望した５市町及び２地域に対
し事業説明を実施（５～10月）
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